
 

 

 

 

 

 

 

（14）地方税の取扱いについて
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

（14）　地方税の取扱い 総務専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過

1 個人市（町）民税 ○ ○ ○ ○ ○ B △ 21

2 法人市（町）民税 ○ ○ ○ ○ ○ B 22

3 軽自動車税 ○ ○ ○ ○ ○ B 23

4 入湯税 ○ ○ ○ ○ ○ B 24

5 事業所税 ○ × × × × B △ 25

6 固定資産税 ○ ○ ○ ○ ○ B 26

7 都市計画税 ○ × × × × B 27

8 納税貯蓄組合 ○ ○ ○ ○ ○ B 28

9 前納報奨金 × ○ ○ ○ × B 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。
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(14)　地方税の取扱い 総務専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
１　個人市（町）民税   

・標準税率 ・標準税率 吉田町に同じ。
　市民税3,000円 　町民税2,000円

   　
   

  
   

吉田町に同じ。

個人市（町）民税の納期 第１期　6月15日～6月30日 第１期　6月　1日～6月30日 吉田町に同じ。
第２期　8月15日～8月31日 第２期　8月　1日～8月31日
第３期 10月15日～10月31日 第３期 10月　1日～10月31日
第４期　1月15日～1月31日 第４期　1月　1日～1月31日

個人市（町）民税の減免 鹿児島市に同じ。 鹿児島市に同じ。
　

・学生及び生徒
・生活困窮者
・天災など

　 　 　

（様式２）　その１

・生活保護法の規定による保護を受ける者

控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加
えた数×315千円＋（加算額）216千円

※加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族
を有する場合のみ加算

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針 （案）

現　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　　目

個人市（町）民税の均等割税率

個人市（町）民税の均等割非課税
基準

控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加
えた数×280千円＋（加算額）192千円

※加算額は、控除対象配偶者又は扶養親族
を有する場合のみ加算
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（様式２）　その２

(14)　地方税の取扱い 総務専門部会
               現          況

松　元　町 郡　山　町

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 ・税率が異なる。
　　鹿児島市　　　3,000円
　　鹿児島市以外  2,000円

　 　    
 

  
  　

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 ・非課税基準額が異なる。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
　 　 　鹿児島市　　　315千円＋（加算額）216千円

　鹿児島市以外  280千円＋（加算額）192千円

　
　

　
 

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。

 
鹿児島市に同じ。 鹿児島市に同じ。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。

　

　 　

合併年度及びこれに続く２か年度に限り不均一
課税とする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

・基本的には鹿児島市と同様であるが、減免の
適用を受ける合計所得金額、減免の割合などが
異なる。

・納期が異なる。
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(14)　地方税の取扱い 総務専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
２　法人市（町）民税

・制限税率 ・標準税率　 吉田町に同じ。
 14.7%  12.3%

法人市（町）民税の減免 ・民法第34条の公益法人 吉田町に同じ。
　 　
　 　
・地方自治法第260条の２第１項の許可を受
けた地縁による団体で収益事業を行わない
者

・法人でない社団又は財団で代表者又は管
財人の定めのあるもの（公益事業を行うも
のに限るものとし、収益事業を行うものを
除く）

・特定非営利活動促進法第２条第２項に規
定する法人（収益事業を行う者を除く）

項　　　　　目

（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針 （案）

現　　　　　　　　　　　　　　　況

法人市（町）民税の法人税割率

・民法第34条の規定により設立した公益法
人（収益事業を行う者を除く）

・地方自治法第260条の２第１項の許可を受
けた地縁による団体（収益事業を行う者を
除く）
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（様式２）　その２

(14)　地方税の取扱い 総務専門部会
               現          況

松　元　町 郡　山　町

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 ・税率が異なる。 合併時に鹿児島市の税率に統一する。
　　鹿児島市のみ制限税率
　　鹿児島市以外は標準税率

・民法第34条の公益法人 松元町に同じ。 ・減免事由が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
　 　
　 　

 
　
　
　

　　
　　

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

・地方自治法第260条の２第１項の許可を受
けた地縁による団体で収益事業を行わない者

・特定非営利活動促進法第２条第２項に規定
する法人で収益事業を行わないもの
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(14)　地方税の取扱い 総務専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
３　軽自動車税 　　　　 　　　　 　　　　

軽自動車税の納期 4月15日～4月30日 4月1日～4月30日 4月11日～4月30日

１００円 鹿児島市に同じ。 ２００円

４　入湯税 　 　
入湯税の税率 入湯客１人１日　150円 鹿児島市に同じ。 鹿児島市に同じ。

　

入湯税の課税免除 ・年齢15歳以下の者 ・年齢12歳未満の者 吉田町に同じ。

・高等学校の生徒で修学旅行中のもの

　

現　　　　　　　　　　　　　　　況

・地方公共団体等が専ら住民の福祉の向上
を図るために設置した浴場に入湯する者

・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

（様式２）　その１

項　　　　　目

軽自動車税の標識の紛失等による
弁償金

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針 （案）
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（様式２）　その２

(14)　地方税の取扱い 総務専門部会
               現          況

松　元　町 郡　山　町
　　　　 　　　　
桜島町に同じ。 5月1日～5月31日 ・納期が異なる。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。

　　納期限は、郡山町のみが５月末
　　その他の市町は４月末

桜島町に同じ。 １５０円 ・弁償金額が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
　　鹿児島市、吉田町  100円
　　郡山町　　　　　　150円
　　桜島町、松元町　　200円

鹿児島市に同じ。 入湯客１人１日　80円 ・税率が異なる。 合併時に鹿児島市の税率に統一する。
　　郡山町のみ８０円

　
吉田町に同じ。 ・年齢15歳以下の者 ・課税免除事由が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。

・高等学校の生徒で修学旅行中の者

　

調　整　方　針　（案）課　　　　　　　題

・共同浴場又は一般公衆浴場で入湯行為の
みの入湯者
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(14)　地方税の取扱い 総務専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
５　事業所税 　 　

事業所税資産割の納税義務者 課税なし。 課税なし。

　
資産割の課税標準

　
資産割の税率 １㎡当たり600円

　
資産割の免税点 合計床面積1,000㎡以下

　

　
従業者割の課税標準 従業者給与総額

　
従業者割の税率 0.25%

　
従業者割の免税点 合計従業者数100人以下

　

　 　

　 　

　

項　　　　　目

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針 （案）

現　　　　　　　　　　　　　　　況

（様式２）　その１

事業所税従業者割の納税義務者

事業所等において事業を行う法人・個人

市内の事業所用家屋の床面積

事業所等において事業を行う法人・個人
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（様式２）　その２

(14)　地方税の取扱い 総務専門部会
               現          況

松　元　町 郡　山　町
　     

課税なし。 課税なし。 鹿児島市のみ課税。

〔４町の区域の税率〕

　　合併の2年度目：資産割  　200円
　　　　　　　　　 従業者割　0.08%
　　合併の3年度目：資産割　  400円
                   従業者割　0.16%
　　合併の4年度目：資産割  　600円
                   従業者割　0.25%

合併年度及びこれに続く２か年度に限り不均一
課税とする。
なお、新たに課税される吉田町、桜島町、松元
町及び郡山町の区域の事業所税については、税
率を段階的に引き上げるものとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）
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（１４）地方税の取扱い 総務専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
６　固定資産税

固定資産の評価方法

　全ての非木造家屋 車庫等の簡易な建物以外の非木造家屋

・土地　 ・土地　 ・土地　
　市街地宅地評価法 　その他の宅地評価法 吉田町に同じ。
　（路線価方式） 　（標準宅地比準方式）

納期 第１期　5月15日～5月31日 第１期　5月1日～5月31日 第１期　5月1日～5月31日
第２期　7月15日～7月31日 第２期　8月1日～8月31日 第２期　7月1日～7月31日
第３期　9月15日～9月30日 第３期 12月1日～12月25日 第３期　10月1日～10月31日
第４期12月15日～12月28日 第４期　2月1日～2月末日 第４期　12月1日～12月31日
　 　 　

固定資産税の不均一課税 なし。 なし。
　

固定資産税の減免

　 ･公益のため直接専用する固定資産

・特別の事情のあるもの
　 　

・家屋評価の県総務事務所への評価依頼基
準

現　　　　　　　　　　　　　　　況

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）

・家屋評価の県総務事務所への評価依頼基
準

・家屋評価の県総務事務所への評価依頼基
準

・災害により著しく価値を減じた固定資産･災害により著しく価値を減じた固定資産

・国際観光ホテル整備法第３条の規定に
よって登録を受けたホテル業の用に供する
建物
　税率　1.12％

・都市再開発法第２条第６号に規定する施
設建築物のうち同法１３８条第１項に規定
する耐火建築物に該当する家屋　　　税率
1.05％

　500㎡以上の非住宅建物（複合用途の場合
は主たる用途で判断）

（様式２）　その１

・貧困により公私の扶助を受ける者の固定
資産

・貧困により公私の扶助を受ける者の固定
資産

吉田町に同じ。
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（様式２）　その２

（１４）地方税の取扱い 総務専門部会
               現          況

松　元　町 郡　山　町
　

合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。

吉田町に同じ。

・土地　 ・土地　 ・評価方法が異なる。
吉田町に同じ。

第１期　5月1日～5月31日 第１期　5月1日～5月31日 ・納期が異なる。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
第２期　7月1日～7月31日 第２期　7月1日～7月31日
第３期　12月1日～12月25日 第３期　9月1日～9月30日
第４期　2月1日～2月末日 第４期　11月1日～11月30日
　 　
なし。 なし。 ・鹿児島市のみ不均一課税の税条例規定有り。
　 　
　 　
　　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　　 　

・減免事由が異なる。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。

･公益のため直接専用する固定資産

・特別の事情のあるもの
　

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

・家屋評価の県総務事務所への評価依頼基
準

・家屋評価の県総務事務所への評価依頼基準

当面現行どおりとし、合併後の市全体の地域的
均衡を考慮し、所要の措置を行うものとする。　鹿児島市のみ全域について市街地宅地評価法

を採用。

・家屋評価の県総務事務所への評価依頼基準が
異なる。

　S，RC，SRC造の居宅及び概ね100㎡以上の
工場など

吉田町に同じ。

　市街地宅地評価法及びその他の宅地評価法
の併用

・貧困により公私の扶助を受ける者の固定
資産 ・鹿児島市において、公益のため直接専用する

固定資産については、課税免除で対応。

・災害により著しく価値を減じた固定資産 ・鹿児島市、郡山町に、特別の事情のある場合
の減免規定が有り。

合併の翌年度に鹿児島市の制度を適用し、統合
する。
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（１４）　地方税の取扱い 総務専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
７　都市計画税

都市計画税の納税義務者 課税していない 課税不可
　 （都市計画区域有り） （都市計画区域なし）

　0.3%（制限税率） （線引きなし）
　

　

　

　
　

　

　

　
　
　

（様式２）　その１ 行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）

都市計画区域内のうち市街化区域内に所在
する土地・家屋の所有者

現　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　　目
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（様式２）　その２

（１４）　地方税の取扱い 総務専門部会
               現          況

松　元　町 郡　山　町

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 ・鹿児島市のみ課税。 合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合する。
　 ・桜島町は都市計画区域なし。
　 ・桜島町以外は都市計画区域あるも線引きなし
　

　　 　

　
　
　

調　整　方　針　（案）課　　　　　　　題
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（様式２）　その１

（１４）　地方税の取扱い 総務専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
８　納税貯蓄組合

納貯法に基有 該当なし。 該当なし。
づく組織 　　　　　
上記以外の該当なし。 有 吉田町に同じ。
組織

　
有 該当なし。 該当なし。

補助金
　

有 鹿児島市に同じ。 該当なし。

報償金

９　前納報奨金 該当なし。 有 吉田町に同じ。

　
　 　 　

項　　　　　目
現　　　　　　　　　　　　　況

納税貯蓄組合等に対す
る補助金等の有無

　　

行　政　制　度　等　の　調　整　方　針　（案）

納税貯蓄組合等の有無
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（様式２）　その２

（１４）　地方税の取扱い 総務専門部会
               現          況

松　元　町 郡　山　町

　 該当なし。 該当なし。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。

吉田町に同じ。 該当なし。

　 　
　 該当なし。 該当なし。 ・補助金は、鹿児島市のみ有。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。
　 　

鹿児島市に同じ。 該当なし。

　
吉田町に同じ。 該当なし。（16年度から廃止） ・鹿児島市及び郡山町はなし。 合併の翌年度に鹿児島市の制度に統合する。

　

　
　　　 　 　

調　整　方　針　（案）

・納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合は、鹿
児島市のみ有。

・報償金は、鹿児島市、吉田町、松元町に有。

・納税貯蓄組合法に基づかない組織は、吉田
町、桜島町、松元町に有。

　

課　　　　　　　題
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（15）国民健康保険事業の取扱いについて
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(15)　国民健康保険事業 市民専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過

1 賦課方式 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 21

2 税率（基礎課税分） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 22

3 税率（介護納付金課税分） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 　 23

4 納期（回数、納期月） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 24

5
納税･徴収体制　　①保険委員制度
②納付組合制度　　③納税嘱託員制度

○ ○ × ○ ○ Ａ △ 25

6 国保基金及び保有額（平成13年度末現在） × ○ ○ ○ ○ Ｃ 26

7 出産費資金貸付制度（基金，又は事業費計上） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 27

8 給付の内容（葬祭費） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 28

9 国保の保健事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 29

10 国保運営協議会 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 30

11 国保診療施設事業 × × ○ × × 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(15)　国民健康保険事業 市民専門部会

  現　　　　　　　　　　況 

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
1 賦課方式 ３方式

（所得割、均等割､平等割）
４方式
（所得割、資産割、均等割､平等割）

吉田町に同じ

2 税率（基礎課税分） ･所得割　　１００分の　９．０
･均等割　　２３，７００円
･平等割　　２７，４００円

･所得割　　１００分の　８．２
･資産割　　１００分の３０．０
･均等割　　２３，７００円
･平等割　　２４，２００円

･所得割　　１００分の　９．９８
･資産割　　１００分の５３．７０
･均等割　　２４，１００円
･平等割　　１８，０００円

3 税率（介護納付金課税分） ･所得割　１００分の　１．２５
･均等割　　５，４００円
･平等割　　４，４００円

･所得割　　１００分の　０．８４
･資産割　　１００分の　７．００
･均等割　　　５，５００円
･平等割　　　３，６００円

･所得割　　１００分の　１．３６
･資産割　　１００分の１２．１７
･均等割　　　６，５００円
･平等割　　　３，５００円

4 納期（回数、納期月） １０回
６月から３月まで毎月

９回
５月，６月，７月，９月，10月，11月，12月，
１月，２月

６回
５月，６月，８月，９月，11月，２月

項　　　　　目

(15) － 2



（様式２）その２

(15)　国民健康保険事業 市民専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
吉田町に同じ 鹿児島市に同じ 鹿児島市及び郡山町のみ3方式。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。

ただし、合併の日の属する年度については、
各町の賦課方式によるものとし、合併の翌年
度から鹿児島市の賦課方式に統一する。

･所得割　　１００分の　６．２
･資産割　　１００分の３５．０
･均等割　　２３，０００円
･平等割　　２５，５００円

･所得割　　１００分の１２．８
･均等割　　２５，０００円
･平等割　　３２，５００円

税率が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
ただし、合併の日の属する年度については、
各町の税率によるものとし、合併の翌年度か
ら鹿児島市の税率に統一する。

･所得割　　１００分の　０．６４
･資産割　　１００分の　４．２
･均等割　　　５，４００円
･平等割　　　３，８００円

･所得割　　１００分の　１．６
･均等割　　　６，０００円
･平等割　　　４，０００円

税率が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
ただし、合併の日の属する年度については、
各町の税率によるものとし、合併の翌年度か
ら鹿児島市の税率に統一する。

10回
５月から２月まで毎月

鹿児島市と同じ 納期回数と納期月が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
ただし、合併の日の属する年度については、
各町の納期回数及び納期月によるものとし、
合併の翌年度から鹿児島市の制度に統一す
る。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(15) － 3



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(15)　国民健康保険事業 市民専門部会

  現　　　　　　　　　　況 

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

5 納税･徴収体制
①保険委員制度
②納付組合制度
③納税嘱託員制度

　
①あり（３５０名）
②あり（４７７組合）
③あり（４名）

　
①なし
②あり（５２組合）
③あり（０名）

　
①なし
②なし
③なし

6 国保基金及び保有額（平成13年度
末現在）

なし あり
１８７，５８５，７１３円

あり
９３，６７１，７４９円

7 出産費資金貸付制度（基金，又は
事業費計上）

あり
事業費　３６０万円

あり
基金　１２０万円

あり
基金　１００万円

8 給付の内容（葬祭費） 支給額２０，０００円 鹿児島市と同じ。 支給額１０，０００円

9 国保の保健事業
①はり・きゅう補助
②人間ドック補助
③脳ドック補助
④健康づくり啓発事業

　
①1,100円/回、年間60回/１人
②検査料の半額以内
③検査料の半額以内
④広報紙配布、健康パンフレット配付、保健所
と連携して健康指導・教室を実施

　
①なし
②検査料の７割以内（50,000円限度）
③なし
④広報紙年２回配布、健康パンフレット配付、
福祉健康まつり等を実施

　
①なし（福祉事業で実施 1,000円/回）
②20，000円（無受診者40,000円）
③なし
④町広報紙に記事掲載、医薬品・啓発パンフ
レット配付、無受診世帯表彰制度、健康づくり
大会等を実施

(15) － 4



（様式２）その２

(15)　国民健康保険事業 市民専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

　
①なし
②なし
③あり（０名）

　
①なし
②なし
③あり（１名）

　
①鹿児島市のみ。
②鹿児島市、吉田町のみ。
③鹿児島市、吉田町、松元町、郡山町のみ。

合併後３年を目途に納税･徴収体制の整備を
図る。

あり
１５４，６７４，８１６円

あり
２８，４３８，７４７円

鹿児島市のみ基金なし。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
(４町の基金条例は合併までに廃止し、鹿児
島市の国保特別会計の歳入に繰入れる。）

あり
基金　１００万円

あり
基金　１２０万円

４町は基金有り。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
(４町の基金条例は合併までに廃止し、鹿児
島市の国保特別会計の歳入に繰入れる。）

支給額２４，０００円 　松元町と同じ 支給額が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
ただし、合併の日の属する年度については、
各町の制度によるものとし、合併の翌年度か
ら鹿児島市の支給額に統一する。

　
①1,000円/回、年間24回/１人
②検査コース別補助(29,000円限度）
③なし　　婦人健診（34,000円限度）
④広報紙配布、健康啓発パンフレット配付、健
康指導等を実施

　
①なし(福祉事業で実施 500円/回）
②検査料の７割以内
③なし
④広報紙配布、健康カレンダーの配付、健康教
室･健康指導等を実施

　
①補助額等が異なる。（桜島町、郡山町は福
祉事業で実施。）
②補助率等が異なる。
③鹿児島市のみ。
④実施事業に違いがある。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。
ただし、合併の日の属する年度については，
各町の制度によるものとし、合併の翌年度か
ら鹿児島市の制度に統一する。（２町におい
て全町民を対象に福祉事業として実施してい
る①はり・きゅう補助事業は国保加入者のみ
の制度として実施し、また、④各町で開催し
ている健康福祉関連イベントは、関係部会と
協議調整する。)
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(15)　国民健康保険事業 市民専門部会

  現　　　　　　　　　　況 

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

10 国保運営協議会 ・被保険者代表　　５人
・保健医等代表　　５人
・公益代表　　　　５人
・被用者保険代表　３人
　          合計１８人

・被保険者代表　 　３人
・保健医等代表　 　３人
・公益代表　　 　　３人
・被用者保険代表 　０人
　　　　　　 合計　９人

・被保険者代表　　２人
・保健医等代表　　２人
・公益代表　　　　２人
・被用者保険代表　０人
　　　　　　合計　６人

11 国保診療施設事業 なし なし 小池診療所と西道診療所を委託方式で運営して
いる。

(15) － 6



（様式２）その２

(15)　国民健康保険事業 市民専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

・被保険者代表　　３人
・保健医等代表　　３人
・公益代表　　　　３人
・被用者保険代表　０人
　　　　　　合計　９人

・被保険者代表　　３人
・保健医等代表　　３人
・公益代表　　　　３人
・被用者保険代表　０人
　　　　　　合計　９人

鹿児島市のみ被用者保険代表を委員に採用し
ている。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

なし なし 桜島町のみ。 合併までに診療施設の取扱いを決定する。

(15) － 7



 

 

 

 

 

 

 

（16）ごみ処理事業の取扱いについて
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過

1 ごみ処理手数料（有料指定袋） × ○ ○ ○ ○ Ｂ 21

2 家庭ごみの分別品目数 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 22

3 家庭ごみの収集回数 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 23

4 家庭ごみの収集形態 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 24

5 粗大ごみ収集 ○ ○ × ○ ○ Ｂ 25

6 家庭ごみｽﾃｰｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ設置補助事業 × ○ × ○ ○ Ｂ 26

7 事業所ごみの収集形態 × × ○ × ○ Ｂ 27

8 事業所ごみの多量排出事業所指導 ○ ○ × ○ ○ Ｂ 28

9 一般廃棄物の焼却処理体制 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 29

10 一般廃棄物の埋立処分体制 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 30

11 一般廃棄物埋立処分場跡地の管理 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 31

12 資源物の処理体制 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 32

13 ごみの分別収集推進ＰＲ事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 33

14 ごみの減量化・資源化啓発事業 ○ × × × ○ Ｂ 34

15 まち美化活動の支援事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 35

16 生ごみ処理機器設置費補助事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 36

17 資源物回収活動補助事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 37

18 一般廃棄物収集運搬業の許可事務 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 38

19 39

20 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
1 ごみ処理手数料
（有料指定袋）

該当なし。 指定している。

燃やせるごみ　　27円・16円
燃やせないごみ　30円・20円
缶・びん・ペットボトル
　　　　　　　　25円・20円

指定している。

可燃ごみ　40円・20円・12円
不燃ごみ　40円・20円
資源ごみ　50円・25円・20円

2 家庭ごみの分別品目数 １３分別 ９分別 ９分別

3 家庭ごみの収集回数 ①もやせるごみ　　　週２回
②もやせないごみ　　週１回
③缶・びん　　　　　月２～３回
④ペットボトル　　　月２～３回
⑤新聞・チラシ　　　月２～３回
⑥段ボール　　　　　月２～３回
⑦雑誌類　　　　　　月２回
⑧紙箱・包装紙　　　月２回
⑨衣類　　　　　　　月２回
⑩プラスチック容器類週１回
⑪紙パック　　　　　月１回
⑫乾電池　　　　　　月１回
⑬蛍光灯　　　　　　月１回

①燃やせるごみ　　　週２回
②燃やせないごみ　　月２～３回
③缶　　　　　　　　月１回
④びん　　　　　　　月１回
⑤ペットボトル　　　月１回
⑥新聞紙・チラシ　　月１回
⑦ダンボール　　　　月１回
⑧雑誌・コピ－用紙
  封筒・箱類　　　　月１回
⑨飲料用紙パック　　月１回

①燃やせるごみ　　　週３回
②その他プラスチック類
　　　　　　　　　　月６回
③びん・ガラス　　　週１回
④缶類・金属類　　　週１回
⑤ペットボトル　　　週１回
⑥古紙類（新聞・チラシ）
　　　　　　　　　　週１回
⑦古紙類（段ボール）週１回
⑧古紙類（雑誌類）　週１回
⑨プラスチック容器類月６回

4 家庭ごみの収集形態 直営
パッカー車　57
平ボディ車　 1

一部委託　22社
パッカー車　38
平ボディ車　 0

全町域委託　３社
パッカー車   7
平ボディ車　 0

全町域委託　１社
パッカー車　 2
平ボディ車　 1

項　　　　　目
現　　　　　　　　　　況

(16) － 2



（様式２）その２

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
指定している。

燃やせるごみ　　31円・15.5円
もやせないごみ　31円・15.5円
資源物　　　　　31円・15.5円

指定している。

もやせるごみ　　50円
もやせないごみ　40円
資源物　　　　　30円

吉田町、桜島町、松元町及び郡山町のみ。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
（家庭ごみの収集は無料とする。）

８分別 １３分別 ごみ・資源物の分別品目数が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（分別品目数）に統
合する。

①燃やせるごみ　　週２回
②燃やせないごみ　月１回
③紙類　　　　　　月１回
④ビン　　　　　　月１回
⑤カン　　　　　　月２回
⑥ペットボトル　　月２回
⑦プラスチック容器類
　　　　　　　　　週１回
⑧有害ごみ　　　　年２回
（乾電池、蛍光灯、かがみ、
　水銀体温計）

①もやせるごみ　　　週２回
②もやせないごみ　　月１回
③缶　　　　　　　　月１回
④びん　　　　　　　月１回
⑤ペットボトル　　　月１回
⑥紙パック　　　　　月１回
⑦新聞・チラシ　　　月１回
⑧段ボール　　　　　月１回
⑨雑誌・本　　　　　月１回
⑩布類　　　　　　　月１回
⑪廃プラスチック類　週１回
⑫発泡スチロール・トレイ
（白色のみ）　　　　月１回
⑬有害ごみ　　　　　月１回
（蛍光管、かがみ、乾電池）

収集回数が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（収集回数）に統合
する。

全町域委託　２社
パッカー車　 7
平ボディ車　 4

全町域委託　１社
パッカー車　 2
平ボディ車　 1

直営があるのは鹿児島市のみ。 現行どおりとする。
（４町は委託とする。）

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(16) － 3



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　況

5 粗大ごみ収集 戸別収集
（電話申込受付）

ステーション収集
（年２回）

該当なし。

6 家庭ごみｽﾃｰｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
設置補助事業

該当なし。 工事費の２／３
　上限　５万円

該当なし。（ボックスを町が設置。）

7 事業所ごみの収集形態 行政収集はしない。
　許可業者　２７９社

鹿児島市に同じ。
　許可業者　３社
 　（家庭ごみ委託業者と同様）

多量排出事業所を除き、行政収集を行う。
　許可業者　０社

8 事業所ごみの多量排出
事業所指導

多量排出事業者を対象に、減量化・資源化の啓
発・指導を行っている。

多量排出事業所への指導を実施している。 該当なし。

9 一般廃棄物の焼却処理
体制

北部清掃工場　450　㌧／日
南部清掃工場　300　㌧／日

焼却灰は横井埋立処分場へ

姶良郡西部衛生処理組合
吉田清掃センター  50　㌧／日

焼却灰は県外の民間業者へ

桜島町クリーンセンター　10　㌧／日

焼却灰は県外の民間業者へ

(16) － 4



（様式２）その２

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

戸別収集
（日置塵芥処理組合が収集）
（電話申込受付）

戸別収集
（日置塵芥処理組合が収集）
（電話申込受付）

鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町のみ。
（桜島町のみ行政収集していない。）

合併時に鹿児島市の制度（戸別収集）に統合
する。

材料費
　上限　５万円

工事費
　上限　５万円

吉田町、松元町及び郡山町のみ。
（鹿児島市は補助していない。桜島町は
町が設置している。）

吉田町、松元町及び郡山町の補助事業は合併
時に廃止し、合併する年度の翌年度に新たな
制度を再編する。

鹿児島市に同じ。
　許可業者　　２社

桜島町に同じ
　許可業者　４社

収集形態が異なる。
（桜島町、郡山町は行政収集をしている。）

合併時に鹿児島市の制度（行政収集はしな
い）に統合する。

１日平均排出量３０㎏以上の事業所に対しては
自己処理（運搬）するように指導している。

１日平均排出量３０㎏以上の事業所に対しては
自己処理（運搬）するように指導している。

鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町のみ。
（桜島町では行っていない。）

合併時に鹿児島市の制度（事業所指導基準
等）に統合する。

日置地区塵芥処理組合
クリーン･リサイクルセンター
　　　　　　　　　　 81　㌧／日

焼却灰は一部事務組合の埋立処分場へ

松元町に同じ。 焼却施設が独自施設であるか、共同施設であ
るかが異なる。
焼却灰の処理方法が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。
（鹿児島市の北部・南部清掃工場で処理す
る。）

(16) － 5



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　況

10 一般廃棄物の埋立処分
体制

管理型埋立処分場 安定型埋立処分場 吉田町に同じ。

11 一般廃棄物埋立処分場
跡地の管理

７箇所

道路・法面の管理
水質調査
浸出水の処理

１箇所

道路・法面の管理
水質調査

１箇所

水質調査

12 資源物の処理体制 中間処理は直営・委託
資源化は指定法人ルート・独自ルート
　中間処理
　　古紙類　　　　　　民間
　　缶・びん
　　ペットボトル　　　リサイクル
　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器類　　　プラザ
　

中間処理は委託
資源化は鹿児島市に同じ。
古紙類
缶・びん　　　　　民間
ペットボトル

吉田町に同じ。

13 ごみの分別収集推進
ＰＲ事業

①ごみ出しカレンダーの作成・配布
　（全戸）　２８万枚
②「家庭のごみ・資源物の正しい
　出し方」パンフレット作成・配布
③分別収集違反シール

①ごみカレンダーの作成・配布
　（全戸　４，５００戸）
②古紙回収用紙ひもの配布
　（全戸）

①ごみ分別収集カレンダーの作成
　・配布
　（全戸　２，３００戸）
②違反シール
③広報紙への掲載

14 ごみの減量化・資源化
啓発事業

①ごみ減量・分別説明会
②社会科学習資料作成
③ごみ減量化・ﾘｻｲｸﾙ推進週間推進
　キャンペーン
④ごみ減量化・資源化児童作品
　コンクール
⑤ごみ減量ショー

該当なし。 該当なし。

(16) － 6



（様式２）その２

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

鹿児島市に同じ。 鹿児島市に同じ。 管理型を使用しているのは鹿児島市、松元町
及び郡山町のみ。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。
（吉田町及び桜島町の処分場は休止する。）

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 管理体制・方法が異なる。 現行どおりとする。

中間処理は一部事務組合・委託
資源化は鹿児島市に同じ。
　古紙類　　　　　　民間
　缶・びん
　ペットボトル　　　ｸﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器類
　

松元町に同じ。 中間処理の形態が異なる。 松元町、郡山町については、合併時に鹿児島
市の制度に統合する。（直営と委託の併用）
吉田町及び桜島町については、現行どおりと
する。

①ごみ収集日程表の作成・配布
　（全戸　５，５００枚）
②チラシの作成・配布（全戸）
③分別収集違反シール
④公共施設へのポスター等の掲示

①ごみ分別ポスターの配布
　（全戸　３，２００枚）
②収集指定日一覧表の作成・配布
　（全戸）
③分別収集違反シール

ＰＲ方法が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（事業内容）に統合
する。

該当なし。 ①市民団体の会合へ職員が出向き、
　分別説明を行う。
②５．３０清掃活動の呼びかけ

啓発への取組みが異なる。 合併時に鹿児島市の制度（事業内容）に統合
する。

(16) － 7



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　況

15 まち美化活動の支援
事業

市民団体が行う地域美化活動で集まったごみを
運搬・処理することで、市民の自発的なまち美
化活動を促進し、市民意識の啓発高揚を図って
いる。

ボランティア団体等で美化活動を実施する際、
ごみ袋を支給している。

衛生協会から、自治公民館組織へごみ袋を支給
している。

16 生ごみ処理機器設置費
補助事業

電気式
　購入価格の１／２　上限　25,000円
その他
　購入価格の１／２　上限　 3,000円

電気式
　15,000　円
その他
　購入価格の１／２

電気式
　購入価格の１／２　上限　25,000円

17 資源物回収活動補助
事業

回収量補助

　　品目　　　補助単価
　古紙類　　　　６　　円／kg
　金属類　　　　３　　円／kg
　古繊維類　　　３　　円／kg
　空きびん類　　３　　円／本

回数補助

（実施回数－１）×3,000　円
　　　　　 上限　15,000　円

回収量補助

　　品目　　　　補助単価
　古紙類　　　　　５　　円／kg
　古布類　　　　　５　　円／kg
　古びん類　　　　３　　円／本
　その他資源ごみ　３　　円／本

回数補助

（実施回数－１）×5,000　円
　　　　　 上限　20,000　円

回収量補助

　　品目　　　　補助単価
　古紙類　　　　　５　　円／kg

18 一般廃棄物収集運搬業の
許可事務

許可要件
　・法人であること。
　・市内に事務所・車庫があること。
　・指定する廃棄物のセミナーを
　　修了していること。

許可要件
　・県内に事務所・車庫があること。

吉田町に同じ。

(16) － 8



（様式２）その２

(16)　ごみ処理事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

地域・ボランティア等による清掃作業等につい
ては，町指定袋を無料提供している。また，ク
リーンリサイクルセンターへ直接搬入を行なう
ときは手数料を減免している。

公共の福祉に寄与すると認められるボランティ
ア活動等で、町に登録した団体に対しごみ袋を
支給している。

支援内容が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（事業内容）に統合
する。

電気式
　購入価格の１／２　上限　25,000円

電気式
　購入価格の１／２　上限　25,000円
その他
　購入価格の１／２　上限　 2,000円

補助内容が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（補助内容）に統合
する。

回収量補助

　　品目　　　　補助単価
　古紙類　　　　　４　　円／kg
　古布類　　　　　４　　円／kg
　古びん類　　　大1.5 　円／本
　古びん類　　　小1　 　円／本
　アルミ缶　　　　２　　円／kg
　スチール缶　　　２　　円／kg

回収量補助

　　品目　　　　補助単価
　古紙類　　　　　３　　円／kg
　古布類　　　　　３　　円／kg
　生きびん類　　　1.5 　円／本

補助内容が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（補助内容）に統合
する。

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 許可要件が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（許可要件）に統合
する。

(16) － 9



 

 

 

 

 

 

 

（17）し尿処理事業の取扱いについて
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(17)　し尿処理事業 環境専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分経過

1 し尿等の収集形態 ○ ○ ○ ○ ○ Ａ 21

2 し尿等収集運搬業の許可要件 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 22

3 し尿等の処理体制 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 23

4 24

5 25

6 26

7 27

8 28

9 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。

(17) - 1



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(17)　し尿処理事業 環境専門部会

  現　　　　　　　　　　況 

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
1 し尿等の収集形態 し尿　　　　委託業者　１社

浄化槽汚泥　許可業者　１１社
し尿　　　　許可業者　１社
浄化槽汚泥　許可業者　１社

し尿　　　　許可業者　１社
浄化槽汚泥　許可業者　３社

2 し尿等収集運搬業の許可要件 ・法人であること。
・市の指定するセミナーに出席すること。
・事務所、車庫が市内に所在すること。
・バキューム方式の車両があること。
　
　など

・事務所、車庫が県内に所在すること。 吉田町に同じ。

3 し尿等の処理体制 陸上処理。

衛生処理センター
170　kl／日

鹿児島市に同じ。

姶良郡西部衛生処理組合西姶良クリーンセン
ター
195　kl／日

海洋投入。

項　　　　　目

(17) － 2



（様式２）その２

(17)　し尿処理事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
し尿　　　　許可業者　１社
浄化槽汚泥　許可業者　２社

し尿　　　　許可業者　１社
浄化槽汚泥　許可業者　２社

し尿について、鹿児島市は委託。吉田町、桜
島町、松元町及び郡山町は許可業者で収集し
ている。

現行どおりとし、合併後のし尿等の発生量の
推移等を見て、見直しを行う。

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 許可要件が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
ただし、事務所・車庫の所在地要件について
は、当分の間、現行どおりとする。

桜島町に同じ。 桜島町に同じ。 処理方法が異なる。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。
（全て陸上処理するものとし、鹿児島市衛生
処理センターで処理する。）

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(17) － 3



 

 

 

 

 

 

 

（18）環境衛生事業の取扱いについて
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過

1 そ族衛生害虫駆除業務 ○ ○ ○ × × Ｂ 21

2 まち美化運動 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 22

3 克灰袋配布事業 ○ ○ × × × Ｂ 23

4 空地管理指導 ○ ○ ○ ○ × Ｂ 24

5 共同墓地助成事業 ○ × ○ × × Ｂ 25

6 無縁墓地清掃委託事業 × × × × ○ Ｃ 26

7 火葬経費補助事業 × × ○ ○ ○ Ｃ 27

8 自然遊歩道利用促進事業 ○ ○ × × × Ｂ 28

9 環境基本計画の策定 ○ × × × ○ Ｂ 29

10 率先行動計画の推進 ○ × × × ○ Ｂ 30

11 公害対策審議会 ○ × × × ○ Ｂ 31

12 自然環境保全審議会 ○ × × × ○ Ｂ 32

13 「樹木園千年の森」の維持管理 × × × × ○ Ａ 33

14 騒音振動防止対策事業 ○ ○ × ○ × Ｂ 34

15 水質汚濁防止対策事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。

(18) - 1



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
1 そ族衛生害虫駆除業務 感染症を予防し快適な生活環境を確保すること

を目的に、そ族衛生害虫の駆除を行うととも
に、住民の衛生思想の啓発を図る。

感染症を予防し快適な生活環境を確保すること
を目的に、そ族衛生害虫の駆除を行うととも
に、住民の衛生思想の啓発を図る。

衛生害虫に対する苦情・相談への対応を行う。

2 まち美化運動 清潔で住みよい生活環境づくりを目指し、自分
たちのまちをより美しく快適に、行政と市民が
一体となってその環境づくりに取り組む。

年２回（夏・冬）、町内一斉清掃を呼びかけ、
町内の環境の美化と整備活動を展開する。

(1)夏季衛生週間
　７月下旬に衛生週間を設定し、夏場の快適な
生活環境づくりを目指す。
(2)観光週間（観光課所管事業）
　１１月上旬に「観光週間」を設定し、その初
日に町内一斉美化清掃を行う。

3 克灰袋配布事業 桜島降灰対策の一環として、宅地内降灰の搬出
に要する克灰袋を降灰のあった地域の一般家庭
に無償配布する。

桜島降灰対策の一環として、宅地内降灰の搬出
に要する克灰袋を降灰のあった地域の一般家庭
に無償配布する。

該当なし。

4 空地管理指導 宅地等に点在する空地の適正管理についての指
導を行い、良好な環境の保全を確保する。

宅地内に点在する空地の適正管理についての指
導を行い、良好な環境の保全を確保する。

空き地に対する苦情，相談への対応を行う。
火災予防の面から消防係と連携しながら指導を
行う。

項　　　　　目
現　　　　　　　　　　況

(18) － 2



（様式２）その２

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
該当なし。 該当なし。 鹿児島市、吉田町及び桜島町のみ。 合併時に鹿児島市の制度に統合する。

(松元町及び郡山町においても、そ族衛生害
虫駆除業務を実施する。）

県が行う「青少年ふるさと美化活動」の一環で年に
１回、町内各種団体に清掃美化を呼びかける。（社
会教育課）
社会教育課に設置されたボランティアセンターにお
いて、年に１回ボランティアを募集し町内の清掃美
化活動を行う。（社会教育課）

町衛生自治団体連合会、学校ＰＴＡ及びその他
のボランティア団体による自主的な美化活動に
対し、ごみ収集袋を無償配布し、環境美化意識
の高揚に努める。

実施内容、取り組み時期が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（実施内容等）に統
合する。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び吉田町のみ。 合併時に鹿児島市の制度（降灰時の克灰袋の
配布）に統合する。
（桜島町、松元町及び郡山町についても実施
する。）

住宅地等に点在する空地の適正管理についての
指導を行い、良好な環境保全を確保する。
(1)住民等からの苦情により現地を調査
(2)防災、衛生面等からの空き地等の草払い管理
等の指導

該当なし。 鹿児島市、吉田町、桜島町及び松元町のみ。
空地の定義、指導内容が異なる。

合併時に鹿児島市の制度（指導内容等）に統
合する。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(18) － 3



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　況

5 共同墓地助成事業 共同墓地の整備促進を図るため墓地管理組合に
対し補助金を交付する。

※補助額等
(1)整備統合に係る改葬に要する経費：改葬許可
1件につき2,000円
(2)環境整備に要する経費：補助対象経費の2分
の1以内
(3)災害防止に要する経費：3分の2以内
(4)災害復旧に要する経費：3分の2以内

※給水栓設置を市で施工(1～3の条件をすべて満
たす墓地管理組合）
(1)墓石数が15基（納骨式墳墓5基）以上
(2)水道本管から給水栓までの距離が50ｍ以内
(3)設置後墓地管理組合で水道料、修繕料その外
の経費負担を含め自主管理すること。

該当なし。 「共同墓地施設等の災害復旧に伴う補助金交付
要綱」に基づき共同墓地の災害復旧に要する経
費の９０％以内の助成。

6 無縁墓地清掃委託事業 該当なし。 該当なし。 該当なし。

7 火葬経費補助事業 該当なし。 該当なし。 １３歳以上　　　　　8,000円
１３歳未満　　　　　5,000円

(18) － 4



（様式２）その２

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び桜島町のみ。
鹿児島市と桜島町とは補助内容及び補助金額
が異なる。

合併時に鹿児島市の制度（補助基準等）に統
合する。

該当なし。 社会福祉協議会に対する無縁墓地清掃委託料
20,000円

郡山町のみ。 廃止する。

１３歳以上　　　　　　5,000円
１３歳未満　　　　　　3,500円

火葬料の２分の１。 桜島町、松元町及び郡山町のみ。 廃止する。

(18) － 5



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　況

8 自然遊歩道利用促進事業 美しい自然と豊かな歴史・文化財に接し、自然
とのふれあいを深めることによって自然を愛護
する意識を高めるために、自然遊歩道を設置し
ている。（６ヵ所７コース）
・道標、樹木名板等の設置
・維持管理（草刈り、路面整備等）
・イラストマップの作成
・協力員10名（月3,500円の謝金）

美しい自然とのふれあいを深めることによって
自然を愛護する意識を高めるために、自然遊歩
道を設置している。
・花と緑に親しむむらづくり事業（ふれあいの
森づくり）
（事業箇所）
　牟礼岡散策道、三重岳遊歩道
（事業内容）
　遊歩道看板、コース案内図

該当なし。

9 環境基本計画の策定 （策定年）平成１２年１０月
（期　間）平成１２～２３年度
（業　務）環境政策推進会議開催
　　　　  年次報告書の作成

該当なし。 該当なし。

10 率先行動計画の推進 （策定年）平成１２年１０月
（期　間）平成１３～１７年度
（業　務）各職場の取組状況把握
　　　　　職員研修会の開催
（備　考）温暖化対策推進法に基づく
　　　　　「実行計画」含む。

該当なし。 該当なし。

11 公害対策審議会 市長の諮問機関。
(1)所掌事項
　①公害対策の基本方針の策定
　②公害の予防対策及び被害対策
　③その他生活環境の保全の重要事項
(2)委員の構成等
　①定員：１５人以内
　②構成：学識経験者、市民の代表者
　③任期：２年
(3)委員報酬（日額）
　①会長：11,500円　②委員10,300円

該当なし。 該当なし。

(18) － 6



（様式２）その２

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び吉田町のみ。
鹿児島市と吉田町とは維持管理方法が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度（維持管理方法等）
に統合する。

該当なし。 平成１５年度策定予定。 鹿児島市及び郡山町のみ。
鹿児島市と郡山町とは計画内容が異なる。

合併時に鹿児島市の制度（計画内容）に統合
する。

該当なし。 平成１５年度策定予定。 鹿児島市及び郡山町のみ。
鹿児島市と郡山町とは計画内容が異なる。

合併時に鹿児島市の制度（行動内容、目標）
に統合する。

該当なし。 環境審議会
町長の諮問機関。
(1)所掌事項
　①環境基本計画
　②その他環境の保全の基本的事項
(2)委員の構成等
　①定員：１５人以内
　②構成：有識者、行政機関の職員
　　 　　町長が必要と認める者
　③任期：２年
(3)委員報酬（日額）
　委員・会長：5,100円

鹿児島市及び郡山町のみ。
鹿児島市と郡山町とは、委員の構成及び報酬
額が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。
（郡山町の環境審議会は廃止する。）

(18) － 7



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　況

12 自然環境保全審議会 市長の諮問機関。
(1)所掌事項
　①自然環境保護等の基本的施策策定
　②緑化基本方針
　③保護地区等の指定及び解除
　④その他自然環境保全の重要事項
(2)委員の構成等
　①定員：１５人以内
　②構成：学識経験者、市民の代表者
　③任期：２年
(3)委員報酬（日額）
　①会長：11,500円　②委員10,300円

該当なし。 該当なし。

13 「樹木園千年の森」の維持管理 該当なし。 該当なし。 該当なし。

14 騒音振動防止対策事業 市民の生活環境を保全し、市民の健康の保護に
資するため、法に基づく、騒音・振動の測定並
びに特定事業場等・特定建設作業等の規制、指
導を行う。

法に基づき、特定事業場等・特定建設作業等の
規制、指導を行う。

該当なし。

(18) － 8



（様式２）その２

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 環境審議会
町長の諮問機関。
(1)所掌事項
　①環境基本計画
　②その他環境の保全の基本的事項
(2)委員の構成等
　①定員：１５人以内
　②構成：有識者、行政機関の職員
　　 　　町長が必要と認める者
　③任期：２年
(3)委員報酬（日額）
　委員・会長：5,100円

鹿児島市及び郡山町のみ。
鹿児島市と郡山町とは、委員の構成及び報酬
額が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。
（郡山町の環境審議会は廃止する。）

該当なし。 「郡山町樹木園千年の森の設置及び管理に関す
る条例」に基づき、森林及び林業に関する理解
を深めるとともに、自然環境の保全に関する意
識の高揚を図るため、設置している。
（所管課：農林課林務係）
・面積　71,534㎡
・案内板、石碑の設置
・監視員１名（年額　94,500円）

郡山町のみ。 現行どおりとする。（合併時に鹿児島市に引
き継ぐ）

騒音規制、振動規制法に基づく、特定事業場
等・特定建設作業等の規制、指導を行い対策を
進める。

該当なし。 鹿児島市、吉田町及び松元町のみ。
鹿児島市と吉田町及び松元町とは、自動車騒
音調査を鹿児島市のみで実施する点が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度（調査基準）に統合
する。

(18) － 9



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　況

15 水質汚濁防止対策事業 市民の健康を保護するとともに生活環境を保全
するため、法に基づく常時監視とは別に、河川
環境の一般調査公共用水域の汚染状況の把握を
行う。

河川・水路等の水質の汚染状況を把握し、公共
用水域の水質保全に資する。

海水浴場の汚染状況を把握する。

(18) － 10



（様式２）その２

(18)　環境衛生事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

河川や地下水の水質の常時監視を行う。 河川や地下水の水質の常時監視を行う。 調査場所や調査内容が異なる。 合併時に鹿児島市の制度（調査基準）に統合
する。

(18) － 11



 

 

 

 

 

 

 

（19）上・下水道事業の取扱いについて
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(19)　上・下水道事業 環境専門部会(番号1～4)・水道専門部会(番号5～21)

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過

1 簡易水道組合等助成事業 ○ × × × ○ Ｂ 21 公共下水道事業（水洗化への助成・融資制度） ○ × × × × Ａ

2 合併処理浄化槽設置整備補助事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 22

3 合併処理浄化槽設置整備補助事業 （単独事業） ○ × ○ × × Ｂ 23

4 吉田町地域下水処理事業 × ○ × × × Ａ 24

5 水道事業(上水道事業) ○ × × × × Ａ 25

6 水道事業(簡易水道事業) × ○ ○ ○ ○ Ｂ 26

7 水道事業(料金) ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ △ 27

8 水道事業(料金無料対象) × ○ × ○ × Ｃ 28

9 水道事業(負担金・加入金) ○ ○ × ○ ○ Ｂ 29

10 水道事業（手数料） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 30

11 水道事業（督促手数料・延滞金） × ○ ○ × × Ｃ 31

12 水道事業（工事負担金） ○ ○ × × × Ｂ 32

13 水道事業（工事関係分担金） × × × ○ ○ Ｃ 33

14 水道事業（検針・料金徴収） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 34

15 水道事業（水道計画） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 35

16 公共下水道事業 ○ × × × × Ａ 36

17 公共下水道事業（受益者負担金） ○ × × × × Ａ 37

18 公共下水道事業（下水道使用料） ○ × × × × Ａ 38

19 公共下水道事業（手数料） ○ × × × × Ａ 39

20 公共下水道事業（徴収） ○ × × × × Ａ 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
1 簡易水道組合等助成事業 簡易水道組合等が行う施設改良工事等に対し、

助成を行う。
該当なし。 該当なし。

2 合併処理浄化槽設置整備補助事業 １．対象
　　住宅及び集会施設で５０人槽以下
２．補助額
　　5 　　人槽       　354,000円
　　6 ～7 人槽　       411,000円
　　8 ～10人槽　　  　 519,000円
　　11～20人槽　       654,000円
　　21～30人槽　   　1,110,000円
　　31～50人槽       1,491,000円

１．対象
　　住宅で１０人槽以下
２．補助額
　　5  　人槽      　 354,000円
　　6～7 人槽　       411,000円
    8～10人槽　　  　 519,000円

１．対象
　　住宅で１０人槽以下
２．補助額
　　5 　 人槽   　 　 409,000円
　　6～7 人槽　       613,000円
　　8～10人槽　　  　 854,000円

3 合併処理浄化槽設置整備補助事業
（単独事業）

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ設置替え
を行なう者に、通常の補助額に２０万円を加算
する。

該当なし。 鹿児島市に同じ。

項　　　　　目
現　　　　　　　　　　　　　　　　況

(19) － 2



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
該当なし。 町営水道施設のない地域における飲料水供給施

設事業に対して、補助金を交付する。
鹿児島市及び郡山町のみ。
助成内容が異なる。

合併時に鹿児島市の制度（助成内容）に統合
する。

１．対象
　　住宅で１０人槽以下
２．補助額
　　5  　人槽      　 354,000円
　　6～7 人槽　       411,000円
　　8～10人槽　　  　 519,000円

１．対象
　　住宅で１０人槽以下
２．補助額
　　5  　人槽      　 354,000円
　　6～7 人槽　       411,000円
　　8～10人槽　　  　 519,000円

鹿児島市と他の４町とは補助対象が異なる。
鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町と桜島
町とは補助額が異なる。

合併時に鹿児島市の制度（補助額）に統合す
る。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び桜島町のみ。 合併時に鹿児島市の制度（補助額）に統合す
る。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) － 3



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 環境専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　況

4 吉田町地域下水処理事業 該当なし。 吉田町地域下水処理事業
・概要：吉田町における住宅用地等の居住者が
排除する汚水を処理する。
・処理区域：牟礼岡団地及び牧集落の一部
・計画人口：４４００人
・施設概要：地域下水処理施設（大型合併処理
浄化槽）
・供用開始：昭和５３年５月、平成８年度から
町が管理
・会計：特別会計
・地域下水処理事業財政調整基金
　　116,915千円（13年度末現在高）
・下水処理料金表

該当なし。

(19) － 4



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 環境専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

該当なし。 該当なし。 吉田町のみ。 合併時に現行どおり鹿児島市に引き継ぐもの
とする。
（吉田町地域下水処理事業財政調整基金は、
合併時に廃止し、合併後の市において新たに
基金を設置したうえで、引き継ぐものとす
る。）

(19) － 5



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
5 水道事業（上水道事業） 該当なし。 該当なし。

項　　　　　目

(19) - 6



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) - 7



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
6 水道事業（簡易水道事業） 該当なし。

項　　　　　目

(19) - 8



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
簡易水道事業の取扱い。
吉田町、松元町のみ基金あり。

合併する年度の翌年度に鹿児島市の上水道事
業に統合する。
合併する年度は現行どおりとする。
（吉田町及び松元町の基金条例は合併までに
廃止し、合併時に鹿児島市に設置される簡易
水道事業特別会計の歳入に繰入れる。）

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) - 9



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
7 水道事業（料金）

（基本料金＋従量料金）×1.05
＝水道料金
※１円未満切り捨て

（基本料金＋水量料金）×1.05
＝水道料金
※10円未満切り捨て

（基本料金＋従量料金）
＝水道料金
※10円未満切り捨て

8 水道事業（料金無料対象） 該当なし。 公園
公民館
墓地

該当なし。

項　　　　　目

(19) - 10



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
基本料金、従量料金ともに異なる。

（基本料金＋超過料金）×1.05
＝水道料金
※10円未満切り捨て

（基本料金＋水量料金）×1.05
＝水道料金
※10円未満切り捨て

公園
墓地
（公民館については、基本料金のみ12ヶ月分徴
収）

該当なし。 無料の対象が異なる。 合併する年度の翌年度に廃止する。
合併する年度は現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統
合する。
ただし、制度の統合により負担が増加する使
用者に対し、合併する年度の翌年度及びこれ
に続く２か年度に限り段階的調整を行う。
合併する年度については現行どおりとする。

（調整内容）
・合併する年度の翌年度は、合併前の鹿児島
市と合併前の４町との料金格差の3/4を減額
した金額とする。

・合併する年度の翌々年度は、合併前の鹿児
島市と合併前の４町との料金格差の2/4を減
額した金額とする。

・合併する年度から起算して３年度を経過し
た年度は、合併前の鹿児島市と合併前の４町
との料金格差の1/4を減額した金額とする。

(19) - 11



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
9 水道事業
（負担金・加入金）

該当なし。

10 水道事業（手数料）

11 水道事業
（督促手数料・延滞金）

督促料：徴収していない。
延滞金：徴収していない。

督促料：１通につき100円。
延滞金：徴収していない。

督促料：１通につき100円。
延滞金：納期限後、１月を経過した日の翌月か
ら納付額の5/100に納入した月までに係わる月数
（１月未満の端数は1月とする。）を乗じて得た
額。

項　　　　　目

(19) － 12



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
負担金・加入金が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統

合する。
合併する年度は現行どおりとする。

手数料が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統
合する。
合併する年度は現行どおりとする。

督促料：徴収していない。
延滞金：徴収していない。

督促料：徴収していない。
延滞金：徴収していない。

督促料、延滞金が異なる。 合併する年度の翌年度に廃止する。
合併する年度は現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) － 13



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
12 水道事業（工事負担金） 住宅団地の開発等に伴い、

配水管等の増強費として
徴収する。

（内容）
①施設増強費
　１戸156,900円
②設計審査・工事完成検査費
　工事金額×率

負担金額
　　＝（①＋②）×消費税率

住宅団地の造成等に伴い、新たに水道施設を設
置する場合に徴収する。
（内容）
①工事に要する費用＋その
　　他の費用
②口径別負担額（税抜き）
　13・20㍉　200,000円
　25・30㍉　300,000円
　40㍉       400,000円
　50㍉　　　 500,000円
　75㍉　　　町長が定める額
負担金額
　　＝（①＋②）×消費税率
※ただし、①に関する工事は直接申込者（指定
業者）が行っているため徴収していない。

該当なし。

13 水道事業
（工事関係分担金）

該当なし。 該当なし。 該当なし。

項　　　　　目

(19) － 14



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
該当なし。 該当なし。 工事負担金が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に統

合する。
合併する年度は現行どおりとする。

簡易水道建設事業費分担金
　未普及地域に簡易水道を
　新設する場合に徴収する。

給水装置工事分担金（税抜き）
　計画給水区域を拡張する
　ときに徴収する。
　13㍉　　45,000円
　20㍉  　80,000円
　25㍉　 100,000円
  40㍉   120,000円
  50㍉　 160,000円
　75㍉   320,000円

分担金が異なる。 合併する年度の翌年度に廃止する。
合併する年度は現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) － 15



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
14 水道事業
 （検針・料金徴収）

隔月検針
隔月徴収
検針業務は私人に委託

検針委託料
   １件につき　67円～102円
   基本額　6,000円～9,000円
   報奨金なし

毎月検針
毎月徴収
検針業務は、会社、私人、シルバーに委託
検針委託料
    １件につき　90円
   基本額なし
   慰労金・表彰あり

毎月検針
毎月徴収
各地域ごとに、私人に委託

検針委託料
   １件につき 67円
   基本額なし
   報奨金なし

徴収方法
口座振替　８４．８５％
納付書払　１５．１５％
集金         なし

徴収方法
口座振替　８０．７９％
納付書払　１５．３３％
集金　　　　３．８８％

徴収方法
口座振替　　９０．９５％
納付書払　　　９．０５％

15 水道事業
　（水道計画）

第１０回水道拡張事業
（変更計画Ⅳ）
・給水区域
　鹿児島市の区域
・給水人口
　553,000人
・１日最大給水量
　238,000m3
・１人１日最大給水量
　430Ｌ
・目標年次
　平成23年度
・工事期間
　平成14年度～平成23年度

○吉水地区簡易水道生活基盤
　 近代化事業
・給水区域
　本名地区の一部
　宮之浦地区の一部
・給水人口
　3,427人
・１日最大給水量
　2,198m3
・１人１日最大給水量
　641Ｌ
・目標年次
　平成15年度
・工事期間
　平成14年度～平成15年度
○北部・中央地区簡易水道
　（仮称）統合整備事業
・給水区域
　本名地区の一部
・給水人口
　3,655人
・１日最大給水量
　1,383m3
・１人１日最大給水量
　416Ｌ
・目標年次
　平成18年度
・工事期間
　平成17年度～平成18年度

維持、補修のみの計画
・給水区域
　桜島町内の区域
・給水人口
　4,815人
・１日最大給水量
　2,816m3
・１人１日最大給水量
　581Ｌ
・目標年次
　平成17年度
・工事期間
　～平成17年度

項　　　　　目

(19) － 16



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
毎月検針
毎月徴収
検針業務は私人に委託

検針委託料
   １件につき　110円
   基本額なし
   報奨金なし

毎月検針
毎月徴収
検針業務は私人に委託
 
検針委託料
   １日につき　5,800円

委託料が異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に
統合する。
合併する年度は現行どおりとする。

徴収方法
口座振替　　８１．６％
納付書払　　１３．８％
集金　　　　　４．６％

徴収方法
口座振替　　９０．９％
納付書払　　　９．１％
集金　　　　　　なし

集金の取扱いが異なる。 合併する年度の翌年度に鹿児島市の制度に
統合する。
合併する年度は現行どおりとする。

折尾地区の変更計画（拡張）
・給水区域
　松元町折尾区域
・給水人口
　4,050人（うち拡張分2,450人）
・１日最大給水量
　1,245m3
・１人１日最大給水量
　398Ｌ
・給水開始予定年月日
　平成16年4月1日

平成１５年度　石谷地区生活基盤近代化事業
（増補改良）
・給水区域
　松元町石谷区域
・給水人口
　１，０００人
・１人１日最大給水量
　３７０L

下記の年度に実施予定で建設計画策定中
東部地区　平成18～23年度
中央地区　平成15～21年度
常磐地区　平成22～24年度
西有里地区　平成25年度

合併後の計画の取扱い。 合併後に新たな計画を策定する。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) － 17



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
16 公共下水道事業 該当なし。 該当なし。

17 公共下水道事業
（受益者負担金）

受益者が所有し、または地上権等を有する土地
で公告された区域内のものの面積に１平方メー
トル当たり131円を乗じて得た額

該当なし。 該当なし。

項　　　　　目

(19) － 18



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) － 19



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
18 公共下水道事業
（下水道使用料）

該当なし。 該当なし。

（基本料金+従量料金）×1.05
=下水道使用料
※１円未満切り捨て

19 公共下水道事業
（手数料）

該当なし。 該当なし。

項　　　　　目

(19) － 20



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) － 21



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

                 現          況

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
20 公共下水道事業（徴収） 納入通知書又は口座振替の方法により、水道料

金と同時に、２か月に１度徴収
該当なし。 該当なし。

21 公共下水道事業
（水洗化への助成、融資制度等）

該当なし。 該当なし。

項　　　　　目

(19) － 22



（様式２）その２

(19)　上・下水道事業 水道専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 現行どおりとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(19) － 23
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　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(20)　都市計画の取扱い 建設専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過

1 都市計画マスタープラン ○ × × ○ ○ Ｂ △ 21

2 都市計画区域 ○ ○ × ○ ○ Ｂ △ 22

3 都市計画区域の区域区分 ○ × × × × Ｂ △ 23

4 地域地区 ○ × × ○ ○ Ｂ △ 24

5 都市計画審議会 ○ × × ○ ○ Ｂ 25

6 都市計画区域マスタープラン ○ ○ × ○ ○ Ｂ △ 26

7 屋外広告物条例・規則 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 27

8 開発行為(土取･土捨)の届出に関する事務 ○ ○ × ○ ○ Ｂ 28

9 開発行為、建築等における災害等に関する事務 ○ ○ × ○ ○ Ｂ 29

10 開発行為審査機関の運営に関する事務 ○ ○ × ○ ○ Ｂ 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。

(20) - 1



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(20)　都市計画の取扱い 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
1 都市計画マスタープラン 平成12年度に「かごしま都市マスタープラン」

を策定。
該当なし。 該当なし。

2 都市計画区域 行政区域全域に都市計画区域を指定。 行政区域の一部に都市計画区域を指定。 該当なし。

3 都市計画区域の区域区分 市街化区域と市街化調整区域の区分を行ってい
る。

該当なし。 該当なし。

4 地域地区 用途地域(12種類)のほか、９つの地域地区を指
定。

該当なし。 該当なし。

5 都市計画審議会 都市計画審議会を設置。 該当なし。 該当なし。

項　　　　　目
現　　　　　　　　　　　　　　　　況

(20) － 2



（様式２）その２

(20)　都市計画の取扱い 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
平成13～14年度にかけて、「松元町都市計画マ
スタープラン」を策定。

平成14～15年度にかけて、「郡山町都市計画マ
スタープランを策定中。

鹿児島市、松元町及び郡山町のみ。
鹿児島市、松元町及び郡山町は、それぞれ策
定年度及び内容等が異なる。

合併後、都市計画の見直しや基本構想との整
合を図りながら再編する。

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町のみ。
鹿児島市と吉田町、松元町及び郡山町とは都
市計画区域の指定範囲が異なる。

合併後も当分の間、現状のままとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 合併後も当分の間、現状のままとする。

用途地域（５種類）を指定。 用途地域（６種類）を指定。 鹿児島市、松元町及び郡山町のみ。
鹿児島市、松元町及び郡山町は、それぞれ用
途地域指定基準が異なる。

合併後も当分の間、現状のままとする。

鹿児島市に同じ。 鹿児島市に同じ。 鹿児島市、松元町及び郡山町のみ。 合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(20) － 3



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(20)　都市計画の取扱い 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　況

6 都市計画区域マスタープラン 素案を策定中。 鹿児島市に同じ。 該当なし。

7 屋外広告物条例・規則 鹿児島市屋外広告物条例・同施行規則による。
（８年度鹿児島県から権限委譲。）

鹿児島県屋外広告物条例・同施行規則による。
(平成15年度鹿児島県から権限移譲。)

吉田町に同じ。

(平成15年度鹿児島県から権限移譲。)

8 開発行為(土取･土捨)の届出に関
する事務

鹿児島市民の環境をよくする条例に基づいてな
される開発行為(土取･土捨)の届出を受理し、開
発指導要綱等により協議している。

開発行為全般の届出に対し吉田町土地利用対策
要綱に基づき､土地対策委員会にて審議を行って
いる。

該当なし。

9 開発行為、建築等における災害等
に関する事務

鹿児島市開発行為、建築等における災害の防止
に関する条例に基づいて、開発行為等における
災害を防ぐために助言・勧告等を行っている。

吉田町土地利用対策要綱に基づき､開発行為等に
おける災害を防ぐため行政指導を行っている。

該当なし。

10 開発行為審査機関の運営に関する
事務

都市計画法第３２条の規定による協議を円滑か
つ効率的に行うため鹿児島市開発行為審査協議
会を設置している。

吉田町土地対策要綱に基づく開発行為など土地
利用に対し､必要な事項を調査審議し､及び調整
するため吉田町土地対策委員会を設置してい
る。

該当なし。

(20) － 4



（様式２）その２

(20)　都市計画の取扱い 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

鹿児島市に同じ。 鹿児島市に同じ。 鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町のみ。 合併後も当分の間、現状のままとする。

吉田町に同じ。

(平成13年度鹿児島県から権限移譲)

吉田町に同じ。

(平成13年度鹿児島県から権限移譲)

鹿児島市と吉田町、桜島町、松元町及び郡山
町とは適用している条例・規則が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

松元町土地利用対策要綱により協議している。 郡山町開発指導要綱による届出を受理して協議
している。

鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町のみ。
鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町は、そ
れぞれ制定している条例、要綱の内容が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。

松元町土地利用対策要綱に基づく開発協定の中
で､防災施設の先行的整備､開発行為に起因する
災害発生の場合の補償及び災害発生の場合の復
旧工事に関すること等を締結している。

郡山町防災会議条例に基づき開発行為等の災害
防止のための助言・勧告を行っている。

鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町のみ。
鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町は、そ
れぞれ制定している条例、要綱の内容が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。

松元町の土地の秩序ある開発の推進等に関し､必
要な事項を調査審議及び調整を図るため､松元町
土地対策委員会を設置している。

郡山町の秩序ある開発の推進等のため郡山町土
地対策委員会を設置している。

鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町のみ。
鹿児島市、吉田町、松元町及び郡山町は、そ
れぞれ制定している条例、要綱の内容が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。

(20) － 5



 

 

 

 

 

 

 

（21）建設関係事業の取扱いについて
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



　　（様式１） 　　　事　務　事　業　現　況　調　書　　総　括　表

(21)　建設関係事業 建設専門部会

番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過 番号 事　　務　　事　　業　　名 鹿児吉田桜島松元郡山区分 経過

1 都市計画図等の分譲事務 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 21 自転車等駐車場の管理運営事業 ○ × × ○ × Ｂ

2 県単急傾斜地崩壊対策事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 22 公園 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

3 個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業 ○ × × × × Ｂ 23 市営及び町営住宅 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

4 附置義務駐車場整備事業 ○ × × × × Ｂ 24 市道及び町道 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ

5 小宅地対策事業(土地区画整理事業） ○ × × × ○ Ａ 25 港湾 ○ × ○ × × Ｂ

6 市営及び町営住宅入居予定者募集 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 26 砂防関連施設 × × ○ × × Ｂ

7 市営及び町営住宅入居手続 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 27

8 市営及び町営住宅管理人への報償金 ○ × ○ × ○ Ｂ 28

9 道路用地取得事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 29

10 幹線道路整備事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 30

11 舗装新設改良事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 31

12 道路災害防止事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 32

13 交通安全施設整備単独事業 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 33

14 辺地対策道路整備事業 × × × ○ ○ Ａ 34

15 認定外道路整備事業 ○ ○ ○ ○ × Ｂ 35

16 半島振興対策道路整備事業 × × × ○ × Ａ 36

17 公共土木施設災害復旧事業(単独） ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 37

18 道路降灰除去事業 ○ × ○ × × Ｂ 38

19 市道及び町道認定及び廃止業務 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 39

20 道路法に基づく許可事務等 ○ ○ ○ ○ ○ Ｂ 40

（注１）該当する事務事業を実施している市町には○印、実施していない場合は×印を表示。

（注２）区分欄には調整方針（案）の区分を表示。（Ａ：現行どおり、Ｂ：一元化、Ｃ：廃止）

（注３）経過欄には調整方針（案）で経過措置を講じることとした場合に△印を表示。

(21) - 1



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(21)　建設関係事業 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
1 都市計画図等の分譲事務 1　都市計画図　1種類

 (1)　分譲料　1,100円
2　その他の地図　3種類
 (1)　分譲料　250円～700円

1　都市計画図　1種類
 (1)　分譲料　700円
2　その他の地図　2種類
　(1)　分譲料　200円～500円

1　都市計画図　なし

2　その他の地図　3種類
　(1)　分譲料　200円

2 県単急傾斜地崩壊対策事業 地元負担金　なし

(要整備箇所数 683箇所･整備率 33.7%)

地元負担金　事業費の20%
　　　　　  限度額100万円

(要整備箇所数 28箇所･整備率 28.6%)

鹿児島市に同じ。

(要整備箇所数 5箇所･整備率 40.0%)

3 個人住宅雨水貯留施設等設置助成
事業

市域内の個人住宅において雨水貯留施設等を設
置する者に対して、設置に要する費用を助成す
る。
1 助成率　2/3
2 限度額
 (1) 貯留施設　38,000円／基
 (2) 浸透施設　22,000円／基

該当なし。 該当なし。

4 附置義務駐車場整備事業 駐車場の必要性が高い商業地等（駐車場整備地
区、商業地域及び近隣商業地域）における、一
定以上の規模の建築物へ駐車施設の設置義務を
課している。

該当なし。 該当なし。

5 小宅地対策事業(土地区画整理事
業）

1　対象　地積が165㎡未満の小宅地
2　取扱い　本人が希望する場合は、減歩相当分
の地積に応じ、市所有地等を有償譲渡してい
る。

該当なし。 該当なし。

項　　　　　目
現　　　　　　　　　　　　　　　　況

(21) － 2



（様式２）その２

(21)　建設関係事業 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
1　都市計画図　2種類
 (1)　分譲料　200円～300円
2　その他の地図　4種類
 (1)　分譲料　200円

1　都市計画図　3種類
 (1)　分譲料　350円～1,800円
2　その他の地図　3種類
 (1)　分譲料　100円～350円

鹿児島市、吉田町、桜島町、松元町及び郡山
町は、それぞれ地図の種類及び分譲料が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る｡

鹿児島市に同じ。

(要整備箇所数 17箇所・整備率 11.8%)

地元負担金　事業費の10%

(要整備箇所数 27箇所・整備率 14.8%)

鹿児島市、桜島町及び松元町と吉田町と郡山
町とは地元負担金が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する｡

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る｡

該当なし。 該当なし。 鹿児島市のみ。 合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。

該当なし。 1　対象　地積200㎡以下の小宅地
2　取扱い　本人が希望する場合は、200㎡を上
限として優先的に付保留地を有償譲渡してい
る。

鹿児島市及び郡山町のみ。
鹿児島市と郡山町とは対象及び取扱いが異な
る。

現在、施行中である小宅地対策事業について
は、現行どおりとする。

課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

(21) － 3



（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(21)　建設関係事業 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　況

6 市営及び町営住宅入居予定者募集 1　募集方法　4回／年　定期募集
2　入居者資格
 (1) 市内に居住又は勤務要件 あり
 (2) 市税滞納要件 なし

1　募集方法　随時募集
2　入居者資格
 (1) 町内に居住又は勤務要件 なし
 (2) 町税滞納要件 あり

吉田町に同じ。

7 市営及び町営住宅入居手続 入居契約に必要な連帯保証人 2名 入居契約に必要な連帯保証人 1名 吉田町に同じ。

8 市営及び町営住宅管理人への報償
金

1　管理人数　77人
2　報償金（月額）
　・基本給　　　     2,700円／月
　・実績給　　　　　    60円／戸
　・不能通知配布　　　　25円／件

該当なし。 1　管理人数　8人
2　報償金（月額）
　・基本給　　　      1,000円／月
　・実績給　　　　     　50円／戸

9 道路用地取得事業 用地取得基準 あり(鹿児島市独自) 用地取得基準 あり(吉田町独自) 用地取得基準 あり(桜島町独自)

10 幹線道路整備事業 1　地域間道路や周辺道路を結ぶアクセス道路及
び大規模な公共施設に関連する市道の新設や拡
幅改良。
2　採択基準　あり

1　町道の拡幅改良等。
2　採択基準　なし

吉田町に同じ。

(21) － 4



（様式２）その２

(21)　建設関係事業 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 鹿児島市と４町とは募集方法及び入居者資格
が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

鹿児島市に同じ。 鹿児島市に同じ。 鹿児島市、松元町及び郡山町と吉田町及び桜
島町とは入居契約における必要な連帯保証人
数が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

該当なし。 1　管理人数　7人
2　報償金（月額）
　・実績給　　　　      100円／戸

鹿児島市、桜島町及び郡山町のみ。
鹿児島市、桜島町及び郡山町は、それぞれ報
償金の算定基準が異なる。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。

用地取得基準 あり(松元町独自) 用地取得基準 あり(郡山町独自) 鹿児島市、吉田町、桜島町、松元町及び郡山
町は、それぞれ用地取得基準が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。
ただし、用地取得基準については、既に事業
に着手している路線に限り、事業が終了する
までは現行どおりとする。

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 鹿児島市と４町とは採択基準の有無が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(21)　建設関係事業 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　況

11 舗装新設改良事業 1　舗装面が老朽化した路線の舗装の修繕、改
良。
2　採択基準　あり

1　舗装面が老朽化した路線の舗装の修繕、改
良。
2　採択基準　なし

吉田町に同じ。

12 道路災害防止事業 1　災害対策基本法に基づき地域防災計画に掲載
されている区域を対象とした、市道沿いの自然
崖面等の改良。
2　採択基準　あり

1　町道沿いの自然崖面等の改良。
2　採択基準　なし

吉田町に同じ。

13 交通安全施設整備単独事業 1　歩行者の安全の確保等を目的とした歩道設置
や視距改良、路肩改良、道路照明灯、道路反射
鏡の設置等。
2　採択基準　あり

1　歩行者の安全の確保等を目的とした歩道設置
や視距改良、路肩改良、道路照明灯、道路反射
鏡の設置等。
2　採択基準　なし

吉田町に同じ。

14 辺地対策道路整備事業 該当なし。 該当なし。 該当なし。

15 認定外道路整備事業 1　日常生活に欠くことのできない道路でありな
がら、市道として認定の困難な道路の整備。
2　採択基準　あり（鹿児島市独自）

1　日常生活に欠くことのできない道路でありな
がら、町道として認定の困難な道路の整備。
2　採択基準　あり（吉田町独自）

1　日常生活に欠くことのできない道路でありな
がら、町道として認定の困難な道路の整備。
2　採択基準　あり（桜島町独自）
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（様式２）その２

(21)　建設関係事業 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 鹿児島市と４町とは採択基準の有無が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 鹿児島市と４町とは採択基準の有無が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 鹿児島市と４町とは採択基準の有無が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

辺地法の規定に基づく辺地地域の道路等の整
備。

松元町に同じ。 松元町及び郡山町のみ。 現行どおりとする。

1　日常生活に欠くことのできない道路でありな
がら、町道として認定の困難な道路の整備。
2　採択基準　あり（松元町独自）

該当なし。 鹿児島市、吉田町、桜島町及び松元町のみ。
鹿児島市、吉田町、桜島町及び松元町は、そ
れぞれ採択基準が異なる。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(21)　建設関係事業 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　況

16 半島振興対策道路整備事業 該当なし。 該当なし。 該当なし。

17 公共土木施設災害復旧事業(単
独）

1　災害により被災した道路等の復旧を応急的に
行う。
2　採択基準　あり（鹿児島市独自）

1　災害により被災した道路等の復旧を応急的に
行う。
2　採択基準　なし

吉田町に同じ。

18 道路降灰除去事業 1　補助対象事業の採択基準及び補助率
･ 降灰量1,000g/㎡･年以上 外   1/2
･ 降灰量2,500g/㎡･年以上 外   2/3
2　単独事業の対象
･ 市道(補助採択基準に満たない場合)
･ 私道(要望箇所。除去基準あり｡)

該当なし。 1　補助対象事業の採択基準及び補助率
･ 降灰量1,000g/㎡･年以上 外   1/2
･ 降灰量2,500g/㎡･年以上 外   2/3
2　単独事業の対象
･ 町道(補助採択基準に満たない場合
　　　　及び補助対象以外のもの)
･ 私道(要望箇所。除去基準なし｡)

19 市道及び町道認定及び廃止業務 市道路線認定基準 あり
　　　　　 　　　(鹿児島市独自)

町道路線認定基準 あり(吉田町独自) 町道路線認定基準 あり(桜島町独自)

20 道路法に基づく許可事務等 道路占用許可基準 あり
　　　　 　　　　(鹿児島市独自)

道路占用許可基準 あり(吉田町独自) 道路占用許可基準 あり(桜島町独自)

21 自転車等駐車場の管理運営事業 鹿児島市自転車等の駐輪対策に関する条例に基
づき、13箇所の自転車等駐車場を管理、運営し
ている。

該当なし。 該当なし。
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（様式２）その２

(21)　建設関係事業 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

半島振興法の規定に基づく基幹的な町道に指定
された道路の整備。

該当なし。 松元町のみ。 現行どおりとする。

吉田町に同じ。 吉田町に同じ。 鹿児島市と４町とは採択基準の有無が異な
る。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び桜島町のみ。
鹿児島市と桜島町とは単独事業の除去基準の
有無が異なる。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。

町道路線認定基準 あり(松元町独自) 町道路線認定基準 あり(郡山町独自) 鹿児島市、吉田町、桜島町、松元町及び郡山
町は、それぞれ認定基準が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

道路占用許可基準 あり(松元町独自) 道路占用許可基準 あり(郡山町独自) 鹿児島市、吉田町、桜島町、松元町及び郡山
町は、それぞれ許可基準が異なる。

合併時に鹿児島市の制度に統合する。

1箇所の自転車等駐車場を管理、運営している。
（条例、規則なし。）

該当なし。 鹿児島市及び松元町のみ。
鹿児島市と松元町とは条例の有無が異なる。

合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合す
る。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(21)　建設関係事業 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　況

22 公園 ５０４公園
(公園緑化課所管)

　

　管理運営については、「鹿児島市公園条例」
による。

１３公園
(牟礼岡中央公園、牟礼岡第2公園、牟礼岡第3公
園、牟礼岡第4公園、牟礼岡第5公園、牟礼岡第6
公園、牟礼岡第7公園、牟礼岡第8公園、牟礼岡
第9公園、牟礼岡第10公園、牟礼岡第11公園、前
迫団地公園、早馬下公園）

　管理運営については、「吉田町地域公園の管
理に関する条例」による。

２公園
（城山自然恐竜公園、クロマツ親水公園）

　管理運営についての条例なし。

23 市営及び町営住宅 【公営住宅】
３５住宅　１０,１２９戸

　管理運営については、「鹿児島市営住宅条
例」による。

【公営住宅】
９住宅　６０戸
（６号団地、１５・１６号団地、２０号団地、
大原住宅、大原団地、梅ヶ丸団地、高岡団地、
桑之丸団地、東団地）

　管理運営については、「吉田町町営住宅管理
条例」による。

【公営住宅】
６住宅　９１戸
（藤野団地、小池団地、中尾団地、西道団地、
袴腰団地、長谷浜団地）

　管理運営については、「桜島町公営住宅管理
条例」による。

【特定公共賃貸住宅】
１住宅　１５戸
（下荒田住宅）

　管理運営については、「鹿児島市営住宅条
例」による。

該当なし。 【特定公共賃貸住宅】
３住宅　９戸
（西白浜団地、松浦団地、東白浜団地）

　管理運営については、「桜島町特定公共賃貸
住宅管理条例」による。

該当なし。 該当なし。 【若者定住促進住宅】
３住宅　６戸
（武若者いきいき住宅団地、二俣若者いきいき
住宅団地、藤野若者いきいき住宅団地）
　
　管理運営については、「桜島町若者いきいき
住宅条例」による。
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（様式２）その２

(21)　建設関係事業 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

１公園
（松元町折尾運動公園）

　管理運営については、「松元町折尾運動公園
の設置及び管理に関する条例」による。

１公園
（早馬公園）

　管理運営については、「郡山町観光施設の設
置及び管理に関する条例」による。

それぞれ管理運営が異なる。 ４町の公園については、合併時に鹿児島市の
公園として引き継ぐものとし、管理運営につ
いては、鹿児島市の制度に統合することを基
本に合併時までに調整するものとする。

桜島町のクロマツ親水公園のうち県が設置し
た施設については、管理業務を合併時に鹿児
島市に引き継ぐものとする。

【公営住宅】
４住宅　８９戸
（上谷口井之上団地、石谷高塚団地、上谷口入
田団地、春山屋村台団地）

　管理運営については、「松元町営住宅設置管
理条例」による。

【公営住宅】
７住宅　９４戸
（ストリームタウン賦合、花尾町営住宅、南方
町営住宅、中福良町営住宅、甲突町営住宅、西
俣町営住宅、花尾第２町営住宅）

　管理運営については、「郡山町町営住宅の設
置及び管理に関する条例」による。

それぞれ管理運営が異なる。 ４町の公営住宅については、合併時に鹿児島
市の公営住宅として引き継ぐものとし、管理
運営については、鹿児島市の制度に統合する
ことを基本に合併時までに調整するものとす
る。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び桜島町のみ。
それぞれ管理運営が異なる。

桜島町の特定公共賃貸住宅については、合併
時に鹿児島市の特定公共賃貸住宅として引き
継ぐものとし、管理運営については、鹿児島
市の制度に統合することを基本に合併時まで
に調整するものとする。

該当なし。 該当なし。 桜島町のみ。 桜島町の若者いきいき住宅については、合併
時に鹿児島市のその他住宅として引き継ぐも
のとし、管理運営については、鹿児島市の公
営住宅の制度に統合することを基本に合併時
までに調整するものとする。
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（様式２）その１ 　　　　　　行　政　制　度　等　の　調　整　方　針（案）

(21)　建設関係事業 建設専門部会

鹿児島市 吉　田　町 桜　島　町
項　　　　　目

現　　　　　　　　　　　　　　　　況

24 市道及び町道 市道
　道路延長　　１，８４９km

町道
　道路延長　　１３５km

町道
　道路延長　　　　１３１km

25 港湾 ９港
（野尻港・湯之持木港・古里港・有村港・塩
屋ヶ元港・宇土港・浦之前港・園山港・高免
港）

該当なし。 １０港
（古河良港・新島港・赤生原港・白浜港・西道
港・武港・二俣港・松浦港・藤野港・長谷港）

26 砂防関連施設 該当なし。 該当なし。 金床砂防公園
・公園施設
　　設置：国及び桜島町
　　管理：桜島町
・砂防施設
　　設置及び管理：国
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（様式２）その２

(21)　建設関係事業 建設専門部会

               現          況

松　元　町 　郡　山　町
課　　　　　　　題 調　整　方　針　（案）

町道
　道路延長　　　１３０km

町道
　道路延長　　　１１３km

　 ４町の町道については、合併時に鹿児島市の
市道として引き継ぐものとする。

該当なし。 該当なし。 鹿児島市及び桜島町のみ。 桜島町の港湾については、合併時に鹿児島市
の港湾として引き継ぐものとする。

該当なし。 該当なし。 桜島町のみ。 桜島町が設置した公園施設については、合併
時に鹿児島市の砂防関連施設として引き継ぐ
ものとし、管理については、合併時までに見
直すものとする。

国が設置した公園施設については、管理者の
見直しを含め、合併時までに関係機関と調整
するものとする。

(21) － 13




